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○ 埼玉県税条例の一部を改正する条例のあらまし(税務課)
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
用
土
地
を
取
得
し
た
場

合
、
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
減
額
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
ほ
か
、
必
要
な

規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

不
動
産
取
得
税 

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
用
土
地
を
取
得
し
た
場
合
、
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
減

額
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 

㈡ 

自
動
車
取
得
税 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車
又
は
バ
ス
（
立
席
の
な
い
も
の
に
限
る
。）
で
あ

っ
て
、
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
（
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一

日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置

を
講
ず
る
。 

 

㈢ 

狩
猟
税 

 
 

対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
を
二
分
の
一
と
す
る
特

例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 

㈣ 

そ
の
他 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 



 

条 
 

例 
 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

三
十
二
条
第
九
項
中
「
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研

究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
行
う
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
一
条

第
一
項
第
七
号
イ
の
事
業
又
は
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
事
業
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
三
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
改

め
、
「
第
一
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、

第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
中
「
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準

（
次
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

バ
ス
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も

の
に
適
合
す
る
も
の 

附
則
第
二
十
五
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号



（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
表
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
の
障
害
の
項
中
「
こ
う
頭
」
を
「
喉

頭
」
に
改
め
、
同
表
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
項
中
「
じ
ん
臓
」
を
「
腎
臓
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

第
二
号
の
表
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
の
障
害
の
項
中
「
こ
う
頭
」
を
「
喉
頭
」
に
改
め
、
同
表

じ
ん
臓
機
能
障
害
の
項
中
「
じ
ん
臓
」
を
「
腎
臓
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
障
害
者

自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
一
条
第
三
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

   
 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「

県
民

税
調

定
額

 

控
除

税
額

あ
ん

分
率

 

(A)／
(C) 

所
得

等
以

外

上
に

対
応

す
る

 

分
離

譲
渡

納
税

義
務

者
数

 

す
る

件
数

 

分
離

譲
渡

 
円

 

円
 

先
物

取
引

株
式

等

短
期

長
期

左
に

対
応

 

所
得

等
分

 

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中 

人
 

円
 

円
 

円
 

円
 

」 を 「県
民

税
調

定
額

 
按 あ

ん

分
率

円
 

課
税

標
準

額

等
 

に
、 

」 

(A)／
(C) 

円
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号



「 
 

 

」を「 
 

」に
改
め
、同
様
式
の
注
意
４
中「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」を「 
 

 

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
５
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て

先
 

宛
先

 
控

除
税

額
」

、
「

あ
ん

分
率

 
按 あ

ん分
率
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